
鳥取市文化芸術活動支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」

という。）第３条の規定に基づき、規則に定めるもののほか、文化芸術活動支援補助金（以下

「本補助金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、鳥取市文化芸術振興条例（平成２１年鳥取市条例第４号。以下「条例」と

いう。）及び鳥取市文化芸術振興に関する基本方針（平成１７年３月８日策定）に基づき、芸

術家及び文化芸術団体（以下「芸術家等」という。）が、市内で自ら行う創造的な舞台公演、

作品展示、郷土文化の継承など、条例第２条第１号に規定する活動（以下「文化芸術活動」と

いう。）に必要な経費の一部を支援し、自主的な活動の促進を図り、地域に根ざした文化芸術

の振興とこころ豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。 

２ この要綱において芸術家とは、市内に在住し、かつ、市内に主たる活動拠点を有する文化芸

術活動を行う者をいう。  

３ この要綱において文化芸術団体とは、文化芸術活動を行う団体で次の各号のいずれにも該当

するものをいう。 

（１）市内に主たる事務所又は活動拠点を有すること  

（２）規約を有し、会計経理又は代表者の氏名及び住所が明らかであること 

（３）構成員の過半数が市民であること 

（補助事業） 

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表第１欄及び第

２欄に掲げる事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金を交付し

ない。 

（１）営利を目的とする事業 

（２）寄付を目的とする事業 

（３）宗教又は政治的団体の普及・宣伝を目的とする事業 

（４）学校内で組織されるサークル等による事業 

（５）自らは出演せず、企画・運営のみを行う事業 

（６）観光、スポーツ、学術振興、地域振興など文化芸術振興以外を主たる目的とする事業 

（７）市から本補助金以外の補助金を受けて行う事業 

（８）3,000 円を超える入場料を徴収する事業（別表第１欄（６）に掲げる事業を除く。） 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、別表第３欄に掲げ

る者とする。 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第４欄に

掲げる経費とする。ただし、補助対象経費は、次のいずれかに該当する者への支出を除くもの

とする。 

（１）補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）又は共催者 

（２）補助金の交付を受けようとする団体（以下「補助申請団体」という。）、共催団体又はそ

の構成員（構成員が所属する任意団体を含む）  

（３）補助申請者又は共催者の同一世帯の家族 

２ 補助対象経費は交付決定以降に支出したものに限る。ただし、交付決定以前に行われた支出

であっても、市長が補助事業の実施に必要かつ適切であると認めるものについては、補助対象

経費として認める。  



（本補助金の交付） 

第６条 本補助金は、補助対象経費の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係

る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、

別表第５欄に定める補助率を乗じて得た額以内で算定し、別表第６欄に掲げる額を上限とし、

予算の範囲内で交付する。ただし、当該額と、補助事業に係る経費の総額（以下「事業費」と

いう。）から当該事業に係る収入（協賛金、入場料、その他販売収入、出品料、助成金、本補

助金以外の補助金、交付金等）を控除した額とのいずれか少ない額（千円未満の端数は、これ

を切り捨てる。）とする。 

２ 本補助金の交付は、同一年度につき、別表に掲げる補助事業のうち１件に限るものとする。 

３ 別表第１欄（１）又は（５）に掲げる補助事業については、同一の補助事業区分において、

連続して補助金の交付を受けることはできない。ただし、補助事業を中止又は廃止した者につ

いては、この限りでない。 

（交付申請） 

第７条 本補助金の交付申請における規則第４条の申請に添付すべき同条第１号及び第２号に掲

げる書類は、様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

２ 補助申請者又は補助申請団体が、免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が５パーセン

トを超えている公益法人等（消費税法別表第３に掲げる法人及び同法第２条第１項第７号に規

定する人格のない社団等）であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第１項

の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額を補助対象経費として交付申請をすることができ

る。 

３ 市長は前項による申請を受けたときは、前条第１項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含

む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかに

なった後速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以

下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額 

（２）本補助金の２割を超える減額 

（着手届の省略） 

第９条 この要綱に該当する事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合とし、

着手届を省略することができる。  

（実績報告の時期等） 

第１０条 本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から３０日を経過

する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに行わなければ

ならない。 

２ 規則第１２条の報告に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び様

式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時

点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に

係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額

からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が

実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除



税額）を超えるときは、様式第３号により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて、

その超える額に対応する額を市に返還しなければならない。 

（雑則） 

第１１条 この要綱の実施に関しては、規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、

企画推進部長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （鳥取市文化芸術事業に関する補助金交付要綱等の廃止） 

２ 鳥取市文化芸術事業に関する補助金交付要綱（平成１８年４月１日制定）、鳥取市地元芸術

家活用支援事業補助金交付要綱（令和２年７月２１日制定）及び鳥取市民間ギャラリー活用奨

励金交付要綱（令和２年７月２１日制定）（以下これらを「要綱等」という。）は、廃止す

る。 

３ この要綱等の廃止前に、この要綱等の規定に基づき交付の決定がなされた補助事業について

は、なお従前の例による。 



別表（第３条、４条、５条、６条関係） 

１補助事業 ２事業の内容 
３補助
対象者

４補助対象経費 
５補
助率

６上限補
助額 

(1)公演等開催
事業 

市民を対象に実施する舞台公
演等のイベント及びこれに付
随して行われるワークショッ
プ等の開催 
※周年事業を除き定例的に実施
するものは対象外。

文化芸
術団体

会場等使用料及び付帯設備
費、会場設営費（大道具を
除く。）、印刷費、広告宣
伝費 

1/2 200 千円

(2)大規模公演
等開催事業 

市民を対象に実施する大規模
な舞台公演等のイベント及び
これに付随して行われる作品
展示又はワークショップ等の
開催 
※大規模とは、全国公募を行う
作品展や２０を超える文化芸術
団体が出演する公演等をいう。

文化芸
術団体

会場等使用料及び付帯設備
費、会場設営費（大道具を
除く。）、講師等謝金及び
旅費、印刷費、広告宣伝
費、消耗品費、役務費、通
信運搬費 

1/2 500 千円

(3)作品展示会
等開催事業 

市内の民間ギャラリーで市民
を対象に実施する作品展示及
びこれに付随して行われるワ
ークショップの開催 
※民間ギャラリーとは、使用
料・手数料を徴収し一定期間ス
ペースを貸し出す常設の展示設
備を備えた展示施設をいう。

芸術家 会場等使用料及び付帯設備
費、会場設営費（大道具を
除く。）、印刷費、広告宣
伝費 
※作品制作にかかる費用は
対象外。 

1/2 100 千円

(4)郷土文化振
興事業 

郷土に伝わる文化芸術の普
及・啓発・継承又は顕著な功
績のあった市民（物故者に限
る）等を顕彰するため、市民
を対象に実施する作品展示・
舞台公演等のイベント及びこ
れに付随して行われるワーク
ショップ等の開催 

文化芸
術団体

会場等使用料及び付帯設備
費、会場設営費（大道具を
除く。）、講師等謝金及び
旅費、印刷費、広告宣伝
費、消耗品費、役務費、通
信運搬費 

1/2 250 千円

(5)技術力向上
活動事業 

自らの技術力向上のために指
導者を招聘して実施する講習
会等の開催 

文化芸
術団体

会場等使用料及び付帯設備
費、会場設営費（大道具を
除く。）、講師等謝金及び
旅費 

1/2 150 千円

(6)前各号に掲
げるもののほ
か、市長が特
に必要と認め
るもの 

市長が特に必要と認めるもの 文化芸
術団体

会場等使用料及び付帯設備
費、会場設営費（大道具を
除く。）、講師等謝金及び
旅費、印刷費、広告宣伝
費、消耗品費、役務費、通
信運搬費、その他事業の実
施に必要と認められる経費

予算の範囲内で、
市長がその都度決
定する。 

（注１）会場設営費は、設営に必要な消耗品や警備、受付等に要する経費も補助対象経費に含む。 

（注２）印刷費は、プログラム、ポスター、チラシ及びチケット等の印刷に要する経費（チラシ等の発

送料も含める。）を補助対象経費とする。 

（注３）広告宣伝費は、新聞・雑誌等広告掲載、テレビ・ラジオ放送、ダイレクトメール（発送料も含

める。）及び看板製作等の事業周知に要する経費を補助対象経費とする。 

（注４）印刷費及び広告宣伝費は掲載する写真等の素材に要する経費は補助対象経費としない。 

（注５）食糧費及び交際費は補助対象経費としない。 

（注６）来場者へ配布する記念品や景品等に係る経費は補助対象経費としない。 

（注７）旅費のうち宿泊費は、補助対象上限額を別に定める。



様式第１号（第７条及び第１０条関係） 

   年度 鳥取市文化芸術活動支援補助金 事業計画（報告）書 

１． 
事業区分 

※該当する事業に☑して

ください。

□ (1)公演等開催事業 

□ (2)大規模公演等開催事業 

□ (3)作品展示会等開催事業 

□ (4)郷土文化振興事業 

□ (5)技術力向上活動事業 

□ (6)市長が特に必要と認めるもの 

２． 事業の名称  

３． 
事業の目的及び 
見込まれる効果 

４． 開催日時  

５． 実施場所  

６． 

出演者又は出展者名 
出演団体名 
講師名 
※補助申請者（団体）を含

む

人数：      人 ・ 団体数：     団体 

名称： 

７． 事業内容 

８． 
補助申請者（団体）の
要件確認 

※芸術家の場

合 

□ 私は市内に在住し、かつ、市内に主たる活動拠点
を有します。 

※文化芸術団
体の場合 

□ 当団体は、要綱第２条第３項に該当します。 
※団体規約及び構成員名簿を添付すること。

代表者住所 
※団体の場合

□ 補助申請団体と同じ（記載不要） 

〒 



９． 
補助事業の 
要件確認 

□ 要綱第３条第２項の事業に該当しません。 

□（※事業(1)・(5)の場合）昨年度、同一事業の補助金の交付を受

けていません。 

１０．
補助対象経費の 
要件確認 

□ 補助対象経費に、補助申請者又は共催者、補助申請団体、共催団

体又はその構成員（構成員が所属する任意団体を含む）、補助申請

者又は共催者の同一世帯の家族への支出は含まれません。 

１１． 消費税の取扱い 

□ 一般課税事業者 

□ 簡易課税事業者 

□ 免税事業者 

□ 特定収入割合５％超の公益法人等 

１２．
来場者数 
（見込・実績） 
※事業(5)は記載不要

見込 人
無料 人

有料 人

実績 人
無料 人

有料 人

１３． 共催者・共催団体 ［ □有・□無 ］名称：

１４． 後援 ［ □有・□無 ］名称：

１５． 協賛 ［ □有・□無 ］名称：

１６． 入場料の徴収 ［ □有・□無 ］料金設定： 

１７． 販売予定（実績） ［ □有・□無 ］        円 

１８．

他の補助金等活用の
有無 
※補助金等は、本補助金

以外の補助金、助成金、交

付金、協賛金等をいう。

［ □有・□無 ］※有の場合は、名称・金額等を記載すること。 

名称  金 円 TEL

名称  金 円 TEL

名称  金 円 TEL

１９．
事業の効果 
※報告時に記載してくだ

さい。

（成果及び課題）

（注 1）自ら行う広報には、本補助金を財源として実施していることを明記すること（令和〇年度鳥取

市文化芸術活動支援補助金助成事業）。また、本事業と関係のない自らの営利目的の内容を掲載し

た広報は、補助対象外とする。 

（注２）出演者とは、ステージ上に出演する者をいう。舞台演出や作曲家等は含まない。 

（注３）作品を販売する場合は、販売による収益を収入として計上すること。 

（注４）事業報告書には、実施状況を示す写真、ポスター、チラシ、プログラム、広告掲載の写し、

新聞記事等を添付すること。 

【連絡先】 

住 所 
〒 □ 補助申請者（団体）と同じ（記載不要） 

担当者名  □ 補助申請者（団体）と同じ（記載不要） 

連絡先 
電話：             FAX: 

E-mail: 



様式第２号（第７条及び第１０条関係） 

年度鳥取市文化芸術活動支援補助金収支予算（決算）書

１　収入 （単位：円）

予算額（A） 決算額（B） 差引（B-A） 備　考

２　支出 （単位：円）

予算額（A） 決算額（B） 差引（B-A） 備　考

小　計

小　計

区　分

鳥取市補助金

その他の補助金等

入場料・出品料・販売収入等

その他

自己資金

収入　合計

支出　合計

区　分

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
外
経
費

事
業
費

（注１）補助対象経費は別表に則って記入し、備考欄に内訳及び金額を記入すること。 

（注２）会場設営費は、設営に必要な消耗品や警備、受付等に要する経費も補助対象経費に含む。 

（注３）印刷費は、プログラム、ポスター、チラシ及びチケット等の印刷に要する経費（チラシ等の

発送料も含める。）を補助対象経費とする。 

（注４）広告宣伝費は、新聞・雑誌等広告掲載、テレビ・ラジオ放送、ダイレクトメール（発送料も

含める。）及び看板製作等の事業周知に要する経費を補助対象経費とする。 

（注５）印刷費及び広告宣伝費は掲載する写真等の素材に要する経費は補助対象経費としない。 

（注６）食糧費及び交際費は補助対象経費としない。 

（注７）来場者へ配布する記念品や景品等に係る経費は補助対象経費としない。 

（注８）旅費のうち宿泊費は、補助対象上限額を別に定める。 

（注９）収支決算書には、支出が分かる領収書等証拠書類を添付すること。 

（注１０）領収書には、宛名・金額・但し書き・発行日・発行者の情報（住所・氏名／事業所名等）

の記載があること。 



様式第３号（第１０条関係） 

年  月  日 

鳥取市長  様 

補助事業者 住   所 

名   称 

代表者役職 

代表者氏名 

年度鳥取市文化芸術活動支援補助金仕入控除税額確定報告書 

鳥取市文化芸術活動支援補助金交付要綱第１０条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

記 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

 （１）補助金の確定額 金       円 

 （２）補助対象経費の額 金       円  

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除 

金       円 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

金       円 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

金       円 

５ 添付資料 

 （１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

 （２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

 （３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 


